
◇食事の提供

そんな方々のための生活施設です

心身の状況やご家庭の事情で、ご自宅での生活が難しい

・介護保険の被保険者で、原則 「要介護 3～5」の人が対象となります。

（「要介護 1・2」の人であっても、一定の要件に該当し、在宅での生

活が困難と保険者が認める方は入所の対象となります）

・要介護度や心身の状況、生活状況等によって、入所の必要性を判断し

入所順を調整させていただいています。

・ご利用者の方、お一人おひとりにあった生活援助サービスを提供いた

します。

専門スタッフによりおいしさと栄養バランスを考えたお食事を

お一人おひとりに合わせ、最適なかたち（刻み食・ミキサー食

ソフト食など）で提供いたします。

季節に合わせていろいろな行事食も提供しています。

ご利用者の方の状態に応じて、リフト浴槽・車椅子浴槽・特殊浴槽など

さまざまな形態の入浴設備がありますので、どなたでも安心して

入浴していただけます。

生活の中での潤いやリハビリにつながるレクリエーションメニューを

毎日行っています。

(習字・生花・俳句・園芸・民謡・〆太鼓・法話会・リズム体操など)

自分の趣味に合わせて、お好きなものを選んでご参加いただけます。

また、季節の行事、公園などの外出、子ども達との交流、誕生日会な

ど毎日盛りだくさんの活動をそれぞれに楽しんでいただいています。

医師・看護スタッフにより日常の健康管理をいたします。

受診・入院が必要な場合は協力医療機関などで対応いたします。

（協力医療機関 本永病院・歯の健康ドクター）

ご利用者の方お一人おおひとりにあった排泄の介護を心がけています。

オムツなどは施設でご用意いたします。(無料)

主なサービス

◇入浴の介護

施設に入所できる方

◇レクリエーション

◇健康管理

◇排泄の介護



サービスに対するお問い合わせ

※ 低所得で特に生計が困難である方については、当法人の負担により利用者負担金を減免できる

制度があります。公的制度のため、対象となるための条件等が定められておりますので、ご希

望の際はお問い合わせください。

サービスの内容、要介護度によりご負担いただく利用料が異なります。

くわしくは、別紙の料金表をご覧ください。

外出・外泊・面会等基本的には自由です。

但しご利用の方の体調などの事情によっては制限させていただく場合があります。

お支払いにつきましては、1ヶ月分のご利用料金を翌月請求させていただきます。

口座振替もしくは、現金でお支払いください。

お申し込みの際は、下記の書類を添付し、原則介護支援専門員等を通して

入所申し込み者本人又は本人の意思を確認した家族が直接施設にお申し込

みください。

①「入所申込書」

②「調査票」

（ ※②については、原則介護支援専門員、病院・施設の相談員等が記入する）

ホームページからも「申込書」「調査票」をダウンロードしていただけます

③「介護保険被保険者証」の写し

④サービス利用票及びサービス利用票別表の写し（直近 3ヶ月分）

（ ※④について、サービス利用のない方は不要です ）

特別養護老人ホーム御薗寮

電話 （082）434－0455

FAX  （082）434－0465

メールアドレス main@misonoryo.com

※ホームページ（http://www.misonoryo.com）から、更に詳しい情報もごらんいただけます。

また、施設見学も随時行っていますのでお気軽にお越しください。

ご利用にかかる料金

その他の事項

ご利用の申し込み


